
公開日    以降 
 

登録番号 

 

事前教示回答書  （変更通知書兼用）（原産地回答用）  税関様式 C第 1000 号－３ 

 

別紙の事前教示に関する照会書（受付番号     ）による照会について、下記のとおり回答します。

（令和  年  月  日付事前教示回答書（変更通知）をもって回答（変更）した内容を下記のとおり

変更したので、通知します。） 

 

なお、下記の回答を参考とする場合は、裏面に掲げる事項に留意して下さい。また、照会貨物の輸入申

告等を行う際には、これを添付して下さい。 

 

回答 
    

照会貨物の概要 

原産地認定理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日                 税関業務部           

（注） 裏面の「注意事項」をよくお読み下さい。また、本回答に係る用語、記載内容等不明な点があれ

ば回答税関にお問い合わせ下さい。                         (規格 A4) 



 

注  意  事  項 

 

１．本事前教示回答書（変更通知書兼用）によって認定された原産地のうち、特恵原産地及び経済連

携協定原産地については原産地として認定された場合でも、実際の輸入申告の際には、運送条件、

原産地証明書記載条件等によっては特恵税率又は経済連携協定税率が適用できない場合もありま

すので注意して下さい。 

２．この回答書（変更通知書）の原産地認定について照会者に意見がある場合には、税関に申出を行

うことができます。ただし、当該申出はこの回答書（変更通知書）の交付又は送達の日の翌日から

２か月以内のみ可能です。 

３．この回答書（変更通知書）は、次のいずれかに該当する場合には、輸入申告等の審査上、尊重し

ません。 

⑴ その発出日（再交付し又は再送達したものにあっては、その最初の発出日）から３年を経過し

たもの 

⑵ 輸入貨物の適正な原産地を認定するため前提となる商品説明と合致しない商品説明に基づく

もの又は関係国における製造、加工等と合致しない商品説明に基づくもの 

⑶ 条約、法律、政令、省令及び告示（以下「法令」といいます。）及び通達の改正により影響を

受け、参考とならなくなったもの 

⑷ 法令及び通達の適用を誤ったもの 

⑸ 上記⑴～⑷以外のものであって、変更若しくは撤回の通知が行われたもの又は変更若しくは撤

回するべきもの（ただし、下記５．により朱書されたものを除きます。） 

４．原産地認定解釈の変更によりこの回答書の原産地認定変更が必要となったものについては、変更

の理由その他必要事項を記載の上その旨税関より通知します。 

５．上記４．の場合において、変更通知を行ったものについては、当該原産地認定変更前に契約した

貨物について、当該原産地認定変更により照会者が損害を被ることとなることが証明され、かつ、

当初の事前教示を奇貨として輸入取引を開始したものではないと認められるときは、申出により原

産地認定理由欄に「変更前扱い」、「輸入予定数量（発生数量を限度とします。）」及び「輸入予

定期間（原産地認定変更を行った日から３か月を経過する日まで又は当初の事前教示回答書の有効

期限の何れか早い日までを限度とします。）」等を当初の回答書に朱書します（当該朱書された回

答書については、当該内容については、審査上尊重されます。）。 

（規格Ａ４） 

 


